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長岡京市社会教育活動安全基金について 

１．概  要 

「長岡京市社会教育活動安全基金」は、社会教育活動団体が安心して事業に取り組むことができるよう

に、長岡京市独自の基金として、昭和５６年に設置されました。 

主な事業として、加入団体が主催（共催）する行事や加入団体として参加する行事で事故が起きた場

合の見舞金支給と、事故に対する主催者の賠償責任に対処するための保険への加入を行っています。 

基金の運営は、加入団体からなる運営委員会が、加入団体からの拠出金と市の補助金を元に行い、健

全な運営に努めています。 

  

 

２．加入団体 

①長岡京市総合型地域スポーツクラブ協議会  ⑤やすらぎクラブ長岡京 

②長岡京市単位子供会            ⑥長岡京市自治会長会 

③長岡京市子供会指導者連絡協議会      ⑦長岡京市 

④長岡京市ＰＴＡ連絡協議会          

 

 

３．組  織 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊任期は原則１年 

＊委員長・副委員長は
委員の互選 

＊監事２名も選任 

１ 委   員（１１名） ⑴ 長岡京市総合型地域スポーツクラブ協議会  ２名 

 ⑵ 長岡京市子供会指導者連絡協議会      １名 

 ⑶ 長岡京市ＰＴＡ連絡協議会         ２名 

 ⑷ やすらぎクラブ長岡京           ２名 

 ⑸ 長岡京市自治会長会            ２名 

 ⑹ 市関係職員                ２名 

２ 会  議      年に３回開催。必要がある場合は臨時に開催 

３ 事 務 局      長岡京市 教育委員会 生涯学習課（中央公民館内） 

運営委員会 

支  出 

１ 見舞金の支給 
 

２ 賠償責任保険へ 
の加入 

基 金 

 

収  入 

１ 団体からの拠出金 

２ 市補助金 

３ 利息等収益金 



・通院の場合 1日 1,500円 

・入院の場合 1日 2,500円 
 

＊限度額：通院のみの場合の総支給額 30,000円限度 

入院を含む場合の総支給額 90,000円限度 
 
この他、活動中の事故により後遺障害が生じた場合や死亡した場合は 

事務局（生涯学習課）へ別途ご相談ください。 

＊限度額：1件の事故の総支払額 10,000,000円限度 

４．見舞金支給までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④受理決定通知 
（or 不受理決定通知） 

 

⑥支給決定通知 
（or 不支給決定通知） 

③事故報告書の提出 
（第１号様式） 

※行事予定表未提出の場合は 

団体行事証明書を提出 

（第５号様式） 

※原則行事の開始前に提出 

①事業計画書・ 
行事予定表の提出 

本 

人
（ 

負 

傷 

者 

） 

見舞金額 

所
属
す
る
団
体
の
長
（
主
催
者
） 

⑤事故見舞金支給申請書兼診断書（第２号様式） 

事故 
発生 

 

事故発生後７日以内
（事故発生日・中央公民館 

休館日を除く）に提出 

⑥支給決定通知（or 不支給決定通知） 
支給決定通知を受け取った方のみ見舞金受領 

運
営
委
員
会
（
事
務
局
：
生
涯
学
習
課
（
中
央
公
民
館
内
）） 

治ゆ後すみやかに 
事故発生日から 
１８０日以内に提出 

②事故を報告 
 

④受理決定通知（or 不受理決定通知） 
受理決定の方にのみ診断書様式を同封 



５．賠償責任保険について 
活動中に使用・管理する施設の欠陥や、行事の企画、運営指示上の過失による偶然な事故により参

加者等に損害を与え、法律上の賠償責任を負担することによって主催者が被る損害をお支払いします。 

・傷害事故 … 治療費、休業補償費、慰謝料、後遺障害補償費 

・死亡事故 … 葬儀費、遺失利益、慰謝料など 

・その他訴訟費用などもカバーされます。 

事故が発生し、被害者から損害賠償請求を受ける可能性がある場合には、速やかに 

事務局（生涯学習課：電話９５５－９５３４）へ連絡し、相談してください。 

 

６．こんな場合は？ 

○手続きについて 

Ｑ１：事業計画書はすでに提出しましたが、計画書に記載していない事業を行うことに 

なりました。報告が必要ですか？ 

Ａ：原則、事業の開催日までに、ご報告ください。 

「団体名」「行事内容」「開催日時」「報告者氏名・連絡先」を記載したものを 

事務局（生涯学習課）までご提出ください。（ＦＡＸ可：９５５－４７７４） 

  なお、事業計画書で週〇回や〇月ごろ開催予定と報告している行事に関しては、 

具体的な日程が決まってから追加で報告する必要はありません。 

また、事業開始日までに計画書を提出していなかった場合は、団体行事証明書を事故報告書と一

緒にご提出ください。 

 

Ｑ２：団体に新規会員が加入しました。何か手続きが必要ですか？ 

Ａ：特に手続きは必要ありません。 

 

Ｑ３：活動中に参加者がけがをした場合、誰に連絡したら良いですか？ 

Ａ：まずは、所属する団体の長に報告をお願いします。 

団体の長は、下記の例をご参照ください。団体の長が不明な場合は、事務局（生涯学習課：電話

９５５－９５３４）までお問い合わせください。 

例）・やすらぎクラブ長岡京 ○○クラブ カラオケサークル活動  →○○クラブ会長 

・△△小学校ＰＴＡ ミニバレーサークル練習 →△△小学校ＰＴＡ会長 

・長Ｐ連スポーツ交流大会  →長Ｐ連会長 

・市民大運動会（□□小学校） →□□小学校総合型地域スポーツクラブ（体振）会長 

・●●小学校区◎◎子供会夏祭り  →●●小学校区◎◎子供会会長 

・◆◆自治会主催 敬老の会  →◆◆自治会長 
 

 

 

 

 

 



 

○見舞金について 

Ｑ４：市外在住の孫が、安全基金加入団体主催の敬老会のイベントに参加しました。 

活動中にけがをしてしまった場合、安全基金の対象になりますか？ 

Ａ：安全基金加入団体が主催した行事の参加者であれば、団体の会員でなくても 

見舞金の対象となります。 

 

Ｑ５：加入団体が主催ではない行事に参加してけがをしてしまった場合、安全基金 

の対象になりますか？ 

Ａ：加入団体として参加した場合はその構成員のみ対象となりますが、個人で参 

加した場合は対象になりません。 

 

Ｑ６：行事に向かう途中、転倒し、骨折しました。安全基金の対象になりますか？ 

Ａ：行事へ向かう途中や帰り道も対象になります。 

 

Ｑ７：行事に向かう途中、交通事故に遭いました。安全基金の対象になりますか？ 

Ａ：交通事故等、第三者による責任が明確なものは対象になりません。 

 

Ｑ８：活動中に参加者が急に倒れて救急車で病院に運ばれました。 

診断後、持病が原因であることがわかりました。安全基金の対象になりますか？ 

Ａ：疾患・疾病等の持病が原因と認められる場合、対象にはなりません。 

 

Ｑ９：活動中にけがをしました。個人的にスポーツ保険にも加入をしていますが、 

安全基金の対象になりますか？ 

Ａ：対象になります。なお、安全基金は傷害保険やスポーツ保険のような「保険」 

ではなく「見舞金」です。 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 安全基金事故報告書 提出チェック項目（事故報告書提出前にご確認ください） 
 

□ 安全基金加入団体より事業計画書は提出されていますか。→Ｑ１をご確認ください 

□ 加入団体の主催・共催事業もしくは加入団体として参加した事業中の事故ですか。 

□ 事務局への提出は事故の日から７日（事故発生日・中央公民館休館日は除く）以内ですか。 

□ 交通事故や第三者による責任が明確な事故ではありませんか。→Ｑ６をご確認ください 

□ 発生した事故は疾患・疾病等の持病が原因ではありませんか。→Ｑ７をご確認ください 

「安全基金」は、加入団体のための基金です。（個人救済ではありません。） 

各団体が主催・共催する行事が主な対象です。事故報告等 提出期限に十分気をつけて、ご活用

ください。 

なお、事故等が多発した場合、団体拠出金が増額することがあります。 



第１号様式 

事 故 報 告 書 

年  月  日 

 

長岡京市社会教育活動 

安全基金運営委員会  様 

 

 住 所    

 団 体 名    

 代表者氏名                 

                    （電話           ） 

 

 下記のとおり事故がありましたので報告します。 

 

１ 負 傷 者   住所   

  氏名
ふりがな

               （  歳） 

（電話            ） 

 

２ 行 事 名     

 

３ 事故の内容 
                        前 

⑴ 事故の年月日    年  月  日（ ） 午   時  分頃 
後               

⑵ 事故の場所   

 

⑶ 事故の状況（くわしく）  

 

 

 

 

 

⑷ ケガの内容（傷病名）  

 

⑸ 治療：入院（見込）      日間、通院（見込）     日間 

 

⑹ 病 院 名          （電話         ） 

 

※ 事故の日から７日（中央公民館休館日は除く。）以内に提出してください。 

 



ボールを取りに行った際、右手がポールの支柱にぶつかった。すぐに 

応急処置をして安静にしたが、 

腫れが引かず病院へ行った。 

第１号様式 

事 故 報 告 書 

年  月  日 

 

長岡京市社会教育活動 

安全基金運営委員会  様 

 

 住 所   長岡京市開田○－○－○ 

 団 体 名   長岡京市△△連絡協議会 

 代表者氏名   会長  長岡 太郎      

                    （電話  ９５５－○○○○  ） 

 

 下記のとおり事故がありましたので報告します。 

 

１ 負 傷 者   住所  長岡京市天神４－１－１ 

  氏名
ふりがな

  長岡
ながおか

 花子
は な こ

          （４１ 歳） 

（電話 ９５3－×××× ） 

 

２ 行 事 名    長岡京市△△連絡協議会 スポーツ交流大会 

 

３ 事故の内容 
                        前 

⑴  事故の年月日  令和８年１0 月 4 日（日） 午  １ 時 ３０分頃 
後               

⑵ 事故の場所  長岡第○小学校 体育館 

 

⑶ 事故の状況（くわしく） バレーボールの試合中、ネット際に飛んだ 

 

 

 

 

 

⑷ ケガの内容（傷病名） 右手 薬指 骨折 

 

⑸ 治療：入院（見込）      日間、通院（見込）  20 日間 

 

⑹ 病 院 名  ○○病院      （電話 ９５1－△△△△ ） 

 

※ 事故の日から７日（中央公民館休館日は除く。）以内に提出してください。 

 

記入例 

※ どういった状況・体勢でケガをしたか等、 

事故の経過をできる限り詳しく記入 

※単位校区主催行事：校区会長名を記入 

（例）第５校区大掃除 → 第５校区会長名 

※全体行事：全体会長名を記入 

（例）総合型協議会スポーツ大会 → 総合型協議会長名 

※加入団体以外の主催行事（加入団体として参加した場合） 

 ：加入団体の会長名を記入 

※ 左・右、どの指か等、必ず記入 

１ 

※ ふりがなをお忘れなく 
（会議でお名前を読みあげます） 

２ 

３ 

４ 

事故発生日・中央公民館休館日を除く 7 日以

内に生涯学習課(中央公民館内)に提出 

５

  



第５号様式 

団体行事証明書 

年   月   日 

 

長岡京市社会教育活動 

安全基金運営委員会 様 

 

住   所              

団 体 名              

代表者氏名              

  （電話       ―      ） 

 

 

下記の行事につきまして、当団体の主催（共催）行事または団体として参加

した行事であることを証明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

行 事 名  

日   時    年    月    日（   ） 

場   所  

内   容  

団体との関係 主催  ・ 共催  ・  団体として参加 



第２号様式 

団体行事証明書 

年   月   日 

 

長岡京市社会教育活動 

安全基金運営委員会 様 

 

住   所  長岡京市開田○－○－○  

団 体 名  長岡京市△△連絡協議会 

代表者氏名  会長  長岡 太郎 

  （電話   ９５５－○○○○   ） 

 

 

下記の行事につきまして、当団体の主催（共催）行事または団体として参加

した行事であることを証明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

行 事 名 長岡京市△△連絡協議会 スポーツ交流大会 

日   時 令和８年 １０月  ４日（日） 

場   所 長岡第○小学校 体育館 

内   容 バレーボール、バトミントン、野球など球技の試合 

団体との関係 主催  ・ 共催  ・  団体として参加 

記入例 



各加入団体行事予定表の提出について 

 

【年間行事予定表】 

１ 長岡京市総合型地域スポーツクラブ協議会について、中央行事及び各校区

の年間事業計画書を年度当初に安全基金事務局へ提出する。 

 

２ 長岡京市単位子供会について、各子供会の年間行事計画書を年度当初に安

全基金事務局へ提出する。 

 

３ 長岡京市子供会指導者連絡協議会について、年間行事計画書を年度当初に

安全基金事務局へ提出する。 

 

４ 長岡京市ＰＴＡ連絡協議会について、全体行事と各単位ＰＴＡの年間行事

計画書を年度当初に安全基金事務局へ提出する。 

 

５ やすらぎクラブ長岡京について、中央行事及び加入団体の年間行事計画書

を年度当初に高齢介護課を通して安全基金事務局へ提出する。 

 

６ 長岡京市自治会長会について、各自治会の社会教育活動の年間行事計画書

を年度当初に自治・共助振興室を通して安全基金事務局へ提出する。 

 

７ 長岡京市について、各課は年度当初に年間事業計画書を安全基金事務局へ

提出する。 

 

 

【その他】 

・行事の追加や修正等については、各加入団体が随時安全基金事務局へ報告す

ること。 

・やむを得ない理由により、安全基金事務局へ報告ができていない行事で事故

が発生した場合は、団体行事証明書（第 5号様式）を事故報告書（第 1号様式）

と同時に提出すること。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・安全基金ホームページ 

 http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000005167.html  
 

・単位子供会の安全基金加入 

 http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000006593.html  

 

令和８年 4 月 1 日発行 

問合せ先 

長岡京市社会教育活動安全基金運営委員会事務局 

長岡京市教育委員会 教育部 生涯学習課（中央公民館内） 

電 話｜９５５－９５３４  ＦＡＸ｜９５5－４７７４ 

メール｜syougaigakusyu@city.nagaokakyo.lg.jp  

 

http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000005167.html
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000006593.html

